
令和８年度（2026年度） 

八王子市会計年度任用職員（専門職） 

募集要項【文化財専門員】 

 

1 募集職種、採用予定者等 

職種 職務名 
採用 

予定者数 
主な業務内容 勤務場所 

専門職 文化財専門員 １名 
文化財の保存活用に係る業務 

博物館施設の運営に係る業務 

郷土資料館事務室、歴

史・郷土ミュージアム

ほか 

 

 

２ 任用根拠 

  地方公務員法第22条の２第１項第１号 

 

 

３ 受験資格（必要な資格・免許など） 

次のすべてに該当する方 

 （１）学校教育法に定める大学（短期大学を除く。）又は大学院で、考古学、日本史、民俗学など文

化財に関する専門課程を専攻し、令和８年（2026年）３月末日時点で卒業している 

 （２）学芸員資格を有する（令和８年（2026年）３月末日までに取得見込の方を含む。） 

 （３）博物館（博物館相当施設を含む。）又は文化財に関する業務に１年以上の実務経験を有する 

 

➢ 以下に記載する地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第60条から63条までに規定する罪を犯し刑に処

せられた者 

・八王子市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

  



４ 申込み 

方 法 以下の提出書類を受験者本人が持参または郵送してください 

提出物 
① 選考申込書（履歴書）（顔写真［タテ４cm・ヨコ３cm］を貼付すること） 

② 小論文 

期 間 
令和８年（2026年）１月19日（月）から２月16日（月）まで 

※郵送の場合は、期間内に必着のこと。 

申  込 

（ 郵送 ） 

先 

〒193-0832 

散田町二丁目37-１ 八王子市教育センター併設 埋蔵文化財整理室１階 

八王子市郷土資料館事務室 

電話：042-629-9896 

➢ 選考申込書は、Ａ４サイズ両面で提出してください。 

➢ ご提出いただいた書類は第一次選考に使用します（返却しません）のでご了承ください。 

 

 

５ 選考 

（１）選考の日時、会場及び合格発表の方法 

 実施期日 選考方法 場所 合格発表の方法 

第一次選考 － 
書類選考 

① 選考申込書（履歴書） 

② 小論文 

－ 

合格者にのみ、
第一次選考終了
後直ちに結果を
通知します。 

第二次選考 

令和８年 

（2026年）２月 

下旬 

個別面接 
第一次選考結果
通知にてお知ら
せします。 

合格者にのみ、
第二次選考終了
後直ちに結果を
通知します。 

➢ 第二次選考は、第一次選考の合格者に対して行います。 

➢ 第二次選考の場所や時間の詳細については、第一次選考の合格者に対して、結果通知とあわせてお

知らせします。 

 

（２）小論文課題 

  「歴史を活かしたまちづくりに対し、自分が文化財専門員として貢献できること」（800字以内） 

➢ 指定の用紙を使用してください。パソコン作成（プリントアウト）、手書きのどちらも可とします。 

 



６ 任用期間・報酬等 

 

７ その他 

➢ 地方公務員法上の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信

用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限）が適用され、かつ、

懲戒処分等の対象となることがあります。 

➢ この選考において市が収集する個人情報は、採用に関する事務以外の目的への使用は一切しません。

ただし、採用決定者の個人情報は、任用後も人事情報として使用します。 

➢ 八王子市会計年度任用職員選考は、市民の皆さまの貴重な税金を使って実施します。申込をされる

方は必ず受験するようお願いします。 

 

 

 

任 用 期 間 

令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年)３月 31日まで 

・再度の任用（任期の更新）については、任用期間中の人事評価による

客観的な能力検証を踏まえ、その可否を決定します。但し、懲戒処分

を受けた場合や欠勤等の日数が一定水準を超えた者は、再度の任用は

できません。 

勤 務 形 態 

・週４日勤務（土・日・祝日も含め、本人希望等を考慮した週４日） 

・８時 45 分から 17 時 15 分まで、又は 10 時 45 分から 19 時 15 分まで

（いずれも休憩時間１時間を含む。実働 7.5時間／日） 

報 酬 等 

① 報酬 月額 217,900円※ …市基準により決定します。 

② 諸手当（通勤手当、期末・勤勉手当） …市規定により支給します。 

③ 退職金 …なし 

※この額は目安であり、報酬額を約束するものではありません。また、 

採用前に改定があった場合は、その定めるところによります。 

社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険適用 

そ の 他 

・所定労働時間を超える労働はありません。 

・地震や台風等の災害が発生した場合、職務実態に応じて災害時におけ 

る補助的な事務を行っていただきます。 

問い合わせ先 

八王子市教育委員会 生涯学習スポーツ部 文化財課 

（郷土資料館担当） 

〒193-0832 散田町二丁目 37番１号 

八王子市教育センター内（郷土資料館事務室） 

＜電話＞ 042-629-9896（直通） 

＜mail＞ b320401@city.hachioji.tokyo.jp 


